
平 成 ２ ５ 年 度 県 立 高 等 学 校 教 員 と 公 立 中 学 校 教 員 と の  

人 事 交 流 に 関 す る 基 本 要 綱 （ 案 ）  

 

                          義務教育課  

                                                          高校教育課 

１  趣  旨  

  こ の 要 綱 は 、 教 員 に 中 ・ 高 一 貫 の 教 育 実 践 を 期 待 し 、 専 門 職 と し て

の 経 験 領 域 を 広 め 、 本 県 中 等 教 育 の 充 実 と 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と し て 、県 立 高 等 学 校 に 所 属 す る 教 員（ 以 下「 高 等 学 校 教 員 」と い う 。）

と 公 立 中 学 校 （ 特 別 支 援 学 校 を 含 む 。 ） に 所 属 す る 教 員 （ 以 下 「 中 学

校 教 員 」 と い う 。 ） と の 間 に お い て お 互 い に 交 流 す る の に 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 

 

２  交 流 の 方 法  

  市 町 村 教 育 委 員 会（ 市 町 村 学 校 組 合 教 育 委 員 会 を 含 む 。以 下 同 じ 。）

の 協 力 を 得 て 、 高 等 学 校 教 員 を 中 学 校 教 員 に 、 中 学 校 教 員 を 高 等 学 校

教 員 に そ れ ぞ れ 選 考 に よ り 採 用 す る 。  

 

 

３  交 流 の 期 間  

  期 間 は 、 お お む ね ３ 年 間 と す る 。  

 

 

４  交 流 対 象 者  

  対 象 者 は 、 必 要 な 教 員 免 許 状 を 所 有 し 、 教 職 経 験 豊 か な 者 の う ち 、

校 長 及 び 市 町 村 教 育 委 員 会 の 推 薦 に 基 づ き 県 教 育 委 員 会 が 適 当 と 認 め

る 者 と す る 。  

 

 

５  給 与 上 の 取 扱 い  

  給 料 表 の 適 用 を 異 に し て 異 動 し た 場 合 の 取 扱 い に 準 じ て 計 算 し 、 決

定 す る も の と す る 。  

 

 

６  そ の 他  

  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 


